
役　　　　職　　　　名 選出方法
議　員　か　ら
の　選　出　数

根　　 拠　　 法　 　令 備　　考

　議　 　　　　　長 選　　挙 　　１人　　 地　 方　 自　 治　 法

　副　　 議　　 長 選　　挙 　　１人　　 地　 方　 自　 治　 法

　常 任 委 員 会  委　　　　 員 選　　任 １０４人　　 地　 方　 自　 治　 法 議長を除く

　同　　　　　　　　　委　 員　 長 選　　任 　　８人　　 委　 員　 会　 条　 例

　同　　　　　　　　　副 委 員 長 選　　任 　　８人　　 委　 員　 会　 条　 例

　議会運営委員会委　　　　 員 選　　任 　１５人　　 地　 方　 自　 治　 法

　同　　　　　　　　　委　 員　 長 選　　任 　　１人　　 委　 員　 会　 条　 例

　同　　　　　　　　　副 委 員 長 選　　任 　　１人　　 委　 員　 会　 条　 例

　特 別 委 員 会  委　　　　 員 選　　任  ５２人　　 地　 方　 自　 治　 法 ４特別委員会

　同　　　　　　　　　委　 員 　長 選　　任 　　４人　　 委　 員　 会　 条　 例

　同　　　　　　　　　副 委 員 長 選　　任 　　４人　　 委　 員　 会　 条　 例

　予 算 委 員 会  委　　　　 員 選　　任  ４０人　　 予 算 委 員 会 要 綱

　同　　　　　　　　　委　 員 　長 選　　任 　　１人　　 予 算 委 員 会 要 綱

　同　　　　　　　　　副 委 員 長 選　　任 ２人　　 予 算 委 員 会 要 綱

　同　　　　　　　　　理　　　　事 選　　任 　　６人　　 予 算 委 員 会 要 綱
各交渉団体か
ら１人

　決算特別委員会 委　　　　 員 選　　任 ３５人　　 地　 方　 自　 治　 法

　同　　　　　　　　　委　 員 　長 選　　任 　　１人　　 委　 員　 会　 条　 例

　同　　　　　　　　　副 委 員 長 選　　任 ２人　　 委　 員　 会　 条　 例

　監　査　委　員 選任同意 　　２人　　 地　 方　 自　 治　 法

　広域水道企業団議会議員 選　　挙 　　３人　　
神奈川県内広域水道
企　 業 　団 　規 　約

　競馬組合議会議員 選　　挙 　　４人　　
神 奈 川 県川崎競馬
組　　 合　　 規　　 約

議会において議員中より選出する委員等に関する調

資料１
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区 分 

年次別

 会派別

自　民 1 1 1 1

民　進 1

立　民

公　明 1 1

民　主 1

県　政

共　産

計 1 1 1 1 1 1 1 1

区 分 

年次別

 会派別

自　民 4 4 4 5 4 4 4 4

民　進 3 3 3 2 2 2

立　民 2 1

公　明 1 1 1 1 1 1 1 1

民　主

県　政 1 1 2

共　産

（維　新） 1

計 8 8 8 8 8 8 8 8

※ 会派名は平成31年第１回定例会時点の名称を記載

※ 割り振り数は各年度の第２回定例会で決定した数を記載

　　正副議長年次別就任実績

議長 副議長

27 28 29

※ 会派名は平成31年第１回定例会時点の名称を記載
　（ただし民進は平成30年第１回定例会時点での名称を記載）

29 30 27 28 29

　（ただし民進は平成30年第１回定例会時点での名称、（維新）は
　　平成27年第２回定例会時点での名称を記載）

27 30

30 27 28 29

　　常任委員会正副委員長年次別割り振り実績

委　　　員　　　長 副　　委　　員　　長

30

28
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区 分 

年次別

 会派別

自　民 1 1 1 1

民　進 1

立　民

公　明 1 1 1

民　主

県　政

共　産

計 1 1 1 1 1 1 1 1

※ 割り振り数は各年度の第２回定例会で決定した数を記載

区 分 

年次別

 会派別

自　民 3 2 2 2 2 3 3 3

民　進 1 1 1 2 1 1

立　民 1 1

公　明 1 1 1 1 1

民　主

県　政

共　産

計 5 4 4 4 5 4 4 4

※ 割り振り数は各年度の第２回定例会で決定した数を記載

　　議会運営委員会正副委員長年次別割り振り実績

委　　　員　　　長 副　　委　　員　　長

27 28 29

29 30

30

　　特別委員会正副委員長年次別割り振り実績

委　　　員　　　長

※ 会派名は平成31年第１回定例会時点の名称を記載
　（ただし民進は平成30年第１回定例会時点での名称を記載）

27 28

副　　委　　員　　長

27 28

28 29

29 30

30 27

※ 会派名は平成31年第１回定例会時点の名称を記載
　（ただし民進は平成30年第１回定例会時点での名称を記載）
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区 分 

年次別

 会派別

自　民 1 1 1 1 1 1

民　進 1 1 1

立　民 1

公　明 1 1

民　主

県　政

共　産

計 1 1 1 1 2 2 2 2

※ 割り振り数は各年度の第２回定例会で決定した数を記載

区 分 

年次別

 会派別

自　民 1 1 1 1 1 1

民　進 1 1 1

立　民 1

公　明 1 1

民　主

県　政

共　産

計 1 1 1 1 2 2 2 2

※ 割り振り数は各年度の第２回定例会で決定した数を記載

　　予算委員会正副委員長年次別割り振り実績

委　　　員　　　長 副　　委　　員　　長

27 28 29 30 27 3028 29

※ 会派名は平成31年第１回定例会時点の名称を記載
　（ただし民進は平成30年第１回定例会時点での名称を記載）

27 28

※ 会派名は平成31年第１回定例会時点の名称を記載
　（ただし民進は平成30年第１回定例会時点での名称を記載）

30

副　　委　　員　　長

29 30

　　決算特別委員会正副委員長年次別割り振り実績

委　　　員　　　長

27 28 29
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　　 年次別
会派別 27 28 29 30

自　民 1 1 1 1

民　進 1 1

立　民

公　明 1 1

民　主

県　政

共　産

計 2 2 2 2

　　 年次別
会派別 27 28 29 30

自　民 2 2 2 2

民　進 1 1 1

立　民 1

公　明

民　主

県　政

共　産

計 3 3 3 3

　　 年次別
会派別 27 28 29 30

自　民 3 2 2 3

民　進 1 1 1

立　民 1

公　明 1 1

民　主

県　政

共　産

計 4 4 4 4

監査委員年次別割り振り実績

競馬組合議会議員年次別就任実績

広域水道企業団議会議員年次別就任実績

　　　　　　※ いずれの表も、会派名は平成31年第１回定例会時点の名称を記載
　　　　　　　（ただし民進は平成30年第１回定例会時点での名称を記載）
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議会において議員中より選出する委員等に関する根拠規定 

 

〔議長・副議長関係〕 

地方自治法 

第１０３条 普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長１人を選挙

しなければならない。 

２ 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。  

 

 

〔委 員 会 関 係〕 

地方自治法 

第１０９条 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及

び特別委員会を置くことができる。 

 

神奈川県議会委員会条例 

第１条 議会に常任委員会を置く。 

２ 常任委員会の名称、所管事項及び委員の定数は、別表のとおりとする。 

 

第２条 常任委員会の委員（以下「常任委員」という。）の任期は、１年とする。

ただし、後任者が就任するまでは在任するものとする。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第３条 議会に議会運営委員会を置く。 

２ 議会運営委員会の委員（以下「議会運営委員」という。）の定数は、15人とす

る。 

３ 議会運営委員の任期については、前条の規定を準用する。 

 

第４条 特別委員会は、特定の事件を審査又は調査するため必要がある場合に限り

設けるものとし、次条から第７条までに規定する場合を除き、その特別委員会の

名称、付議すべき事件及び委員の定数は、その都度議会の議決により決める。 

２ 特別委員会の委員（以下「特別委員」という。）は、特別委員会に付議された

事件が議会において審議されている間在任する。 

 

第８条 常任委員、議会運営委員及び特別委員（以下「委員」という。）は、会議

において、議長の指名により選任する。ただし、閉会中の場合には、当該指名に

よる選任を会議において行うことを要しない。 

２ 議員は、それぞれ一の常任委員となるものとする。ただし、議長は、常任委員

とならないものとする。 

３ 第１項ただし書の場合において、指名による選任を行つたときは、議長は、こ
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れを次の議会に報告しなければならない。 

第９条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会（以下「委員会」という。）

に、委員長及び副委員長各１人を置く。ただし、議会運営委員会及び特別委員会

にあつては、副委員長２人を置くことができる。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選又は会議において議長の指名により選任す

る。 

３ 互選を行う場合において委員長の職務を行うものがないときは、年長の委員が

臨時に委員長の職務を行う。 

４ 委員長は、互選の結果を議長に報告しなければならない。 

 

 

〔予算委員会関係〕 

地方自治法 

第１００条 

12 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協

議又は調整を行うための場を設けることができる。 

 

神奈川県議会会議規則 

第１１３条の２ 法第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議

又は調整を行うための場（以下この条において「協議等の場」という。）として、

別表に掲げるものを設ける。 

別表（第 113条の２関係） 

名称 目的 構成員 招集権者 

予算委員会 予算及び予算関係の議案に関

し協議等を行うこと。 

議会運営委員会の委員長の

指名により選出する議員 

委員長 

 

神奈川県議会予算委員会要綱 

第４条  委員会の委員の定数は、４０人とする。 

２  委員は、原則として各会派の所属議員数に応じて割り振る。 

３  委員は、各会派の推薦に基づき、議会運営委員会において議会運営委員会委員

長（以下「議運委員長」という。）の指名により選任する。なお、議長は、委員

とならない。 

 

第５条  委員会に委員長１人及び副委員長２人を置く。 

２  委員長及び副委員長は、各会派の推薦に基づき、議会運営委員会において議運

委員長の指名により選任する。 

 

第６条 

３  理事は、各交渉団体から１人を、その推薦に基づき、議会運営委員会において

議運委員長の指名により選任する。 
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〔決算特別委員会関係〕 

地方自治法 

第１０９条 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及

び特別委員会を置くことができる。 

 

神奈川県議会委員会条例 

第４条 特別委員会は、特定の事件を審査又は調査するため必要がある場合に限り

設けるものとし、次条から第７条までに規定する場合を除き、その特別委員会の

名称、付議すべき事件及び委員の定数は、その都度議会の議決により決める。 

２ 特別委員会の委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されて

いる間在任する。 

 

第８条 常任委員、議会運営委員及び特別委員（以下「委員」という。）は、会議

において、議長の指名により選任する。ただし、閉会中の場合には、当該指名に

よる選任を会議において行うことを要しない。 

３ 第１項ただし書の場合において、指名による選任を行つたときは、議長は、こ

れを次の議会に報告しなければならない。 

 

第９条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会（以下「委員会」という。）

に、委員長及び副委員長各１人を置く。ただし、議会運営委員会及び特別委員会

にあつては、副委員長２人を置くことができる。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選又は会議において議長の指名により選任す

る。 

３ 互選を行う場合において委員長の職務を行うものがないときは、年長の委員が

臨時に委員長の職務を行う。 

４ 委員長は、互選の結果を議長に報告しなければならない。 

 

神奈川県議会先例 

１７７ 決算特別委員会の委員定数は、35人とする。なお、議員は、在任中一度は

同特別委員会の委員になるようにする。 
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〔監査委員関係〕 

地方自治法 

第１９５条 普通地方公共団体に監査委員を置く。 

２ 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては４人とし、その他

の市及び町村にあつては２人とする。ただし、条例でその定数を増加することが

できる。 

 

第１９６条 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高

潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れ

た識見を有する者（議員である者を除く。以下この款において「識見を有する

者」という。）及び議員のうちから、これを選任する。ただし、条例で議員のう

ちから監査委員を選任しないことができる。 

６ 議員のうちから選任される監査委員の数は、都道府県及び前条第二項の政令で

定める市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村にあつては一人とする。 

 

第１９７条 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつて

は４年とし、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期による。ただし、

後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。 

 

第１９８条の２ 普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長と親子、夫

婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、監査委員となることができない。 

２ 監査委員は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。  

 

 

神奈川県監査委員に関する条例 

第３条 議員のうちから選任される委員の数は、２人とする。 
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〔広域水道企業団議会議員関係〕 

 

神奈川県内広域水道企業団規約 

第５条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は11人とし、構

成団体の議会においてそれぞれ当該議会の議員のうちから選挙された者をもつて

充てる。 

２ 前項の規定により選挙される企業団議員の数は、それぞれ次のとおりとする。 

神奈川県 ３人 

横浜市  ４人 

川崎市  ３人 

横須賀市 １人 

 

第６条 企業団議員の任期は、構成団体の議会の議員としての任期とする。 

２ 企業団議員が構成団体の議会の議員の職を失つたときは、企業団議員の職を失

う。 

 

 

 

 

〔競馬組合議会議員関係〕 

 

神奈川県川崎競馬組合規約 

第５条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、６人とし、構成

団体ごとの定数は、次のとおりとする。 

神奈川県 ４人 

川崎市  ２人 

２ 組合議員は、構成団体の議会において、その議員のうちから選挙する。 

 

第６条 組合議員の任期は、当該組合議員を選挙した議会の議員の任期による。 

 

 



- 6 - 

常任委員会の名称、所管事項及び委員定数表  (委員会条例第１条第２項別表 ) 

名 称 所 管 事 項 定数 

総 務 政 策  

常任委員会 

政策局、総務局、会計局、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員及び議会

局に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項 
13 

防 災 警 察 

常任委員会 
くらし安全防災局、公安委員会及び警察本部に関する事項 13 

国際文化観光・ 

ス ポ ー ツ 

常任委員会 

国際文化観光局及びスポーツ局に関する事項 13 

環 境 農 政 

常任委員会 
環境農政局、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会に関する事項 13 

厚   生 

常任委員会 
福祉子どもみらい局及び健康医療局に関する事項 13 

産 業 労 働 

常任委員会 
産業労働局及び労働委員会に関する事項 13 

建設・企業 

常任委員会 
県土整備局、企業庁及び収用委員会に関する事項 13 

文   教 

常任委員会 
教育委員会に関する事項 13 

 

議会運営委員会の付議事件及び構成 

付 議 事 件 委 員 会 の 構 成 

１ 議会の運営に関することについて 

２ 議会の会議規則、委員会条例等に関することについて 

３ 議長の諮問に関することについて 

委員定数     15 

内 委員長    １ 

副委員長  １ 

 

特別委員会設置要綱（平成 30 年第２回定例会（５月 24 日）設置） 

No 委 員 会 の 名 称         付 議 事 件            委員会の構成 

１ 

と も に 生 き る 

社 会 推 進 

特 別 委 員 会 

１ ともに生きる社会の推進について 

２ 津久井やまゆり園の再生について 

３ 障がい者施策の推進について 

４ インクルーシブ教育の推進について 

５ 障がい者の就労・雇用対策について 

６ 外国籍県民について 

 
委員定数    13 

 
内 委員長  １ 

    
副委員長 １ 

２ 

東京オリンピック・ 

パラリンピック・ 

ラグビーワールドカップ 

特 別 委 員 会 

１ ラグビーワールドカップ 2019について 

２ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会

について 

３ 大会の安全な運営について 

４ アスリートの育成について 

５ 文化プログラムの推進について 

同   上 

３ 

社 会 問 題 ・ 

安 全 安 心 推 進 

特 別 委 員 会 

１ 子どもの健全育成について 

２ 高齢者支援について 

３ 医療問題について 

４ 自殺対策について 

５ 災害対策について 

６ 基地問題について 

７ 交通安全対策について 

同   上 

４ 
経 済 ・ 産 業 振 興 

特 別 委 員 会 

１ 働き方改革・雇用対策について 

２ 産業振興・国際ビジネスの振興について 

３ 最先端医療・未病産業について 

４ エネルギー政策について 

５ さがみロボット産業特区について 

６ 交通基盤の整備について 

７ 観光振興について 

同   上 

人 



名　　　　　　　　　　称 被　　推　　薦　　者

　神奈川県生活習慣病対策委員会委員 　厚生常任委員会副委員長

　神奈川県感染症対策協議会委員 　厚生常任委員会委員長

　神奈川県医療審議会委員 　厚生常任委員会委員長、同　副委員長

　神奈川県自然環境保全審議会温泉部会委員 　厚生常任委員会委員長

　神奈川県薬事審議会委員 　厚生常任委員会委員長

　神奈川県開発審査会委員 　建設･企業常任委員会委員長

　神奈川県建築審査会委員 　建設･企業常任委員会委員長

　神奈川県河川協会顧問 　建設･企業常任委員会委員長

　神奈川県港湾審議会委員 　建設･企業常任委員会委員長、同　副委員長

　神奈川県水防協議会委員 　建設･企業常任委員会委員長

名　　　　　　　　　　称 被　　推　　薦　　者

　神奈川県戦没者慰霊堂奉賛会役員 　厚生常任委員会委員　全員

改選前における各種委員会（１）割り振り表

改選前における各種委員会（２）割り振り表

資料３資料３

- 1 -



自民 立民 公明 民主 県政 共産 わ町 神ネ 絆会 愛ク 大志 民み 緑会 川ク

神奈川県国土利用計画審議会委員 4 2 1 7 7

神奈川県総合計画審議会委員 3 1 1 1 1 7 7

神奈川県私立学校審議会委員 1 1 2 2

神奈川県青少年問題協議会委員 1 1 2 2

神奈川県スポーツ推進審議会委員 2 1 3 3

神奈川県環境審議会委員 2 1 1 1 5 5
神奈川県美しい環境づくり
推進協議会委員 1 1 2 2
神奈川県自然環境保全審議会
自然保護部会委員 4 1 1 6 6

神奈川県卸売市場審議会委員 1 1 2 0

神奈川県社会福祉審議会委員 4 2 1 7 7

神奈川県児童福祉審議会委員 1 1 2 2

神奈川県准看護師試験委員会
委員 1 1 1

神奈川県公衆浴場入浴料金等
協議会委員 2 1 1 1 1 1 7 7

神奈川県献血推進協議会委員 1 1 2 2

神奈川県観光審議会委員 2 1 1 4 4

神奈川県労働審議会委員 1 1 2 2

神奈川県都市計画審議会委員 5 1 1 1 1 9 9

神奈川県屋外広告物審議会委員 2 1 1 4 4

神奈川県公園等審査会委員 1 1 2 2

神奈川県宅地建物取引業審議会委員 1 1 1

神奈川県生涯学習審議会委員 1 1 2 2

計 40 15 8 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 79 77

※ 会派名は平成31年第１回定例会時点の名称を記載

※ 神奈川県卸売市場審議会委員については、審議会の開催予定がないため、議会からの推薦を要しない。

改選前における各種委員会（３） 割り振り表

名　　　　　　　　　称
　会　　　　　　　　派

（平成31年２月６日　議会運営委員会決定）

計 推薦数

- 2 -



（１）委員長等の役職割り振りとしているもの

委員定数 議会からの

      (人) 推薦数 (人)

神奈川県生活
習慣病対策委
員会委員

附属機関の設
置に関する条
例

生活習慣病の発生等予防対策に関す
る調査審議。

関係行政機関の職員、
学識経験者のうちから
知事が命じ又は委嘱す
る。

20以内 　　1
（厚生常任委
員会副委員
長）

神奈川県感染
症対策協議会
委員

同会設置運営
要綱

県内における感染症のまん延防止対
策等に関する事項について協議し、
必要な助言を行う。

学識経験者、関係行政
機関、県職員その他の
うちから知事が任命す
る。

20以内 　　1
（厚生常任委
員会委員長）

神奈川県医療
審議会委員

医療法（第72
条）

医療法の規定により、その権限に属
させられた事項を調査審議するほか
知事の諮問に応じ医療を提供する体
制の確保に関する重要事項を調査審
議する。

医師、歯科医師、薬剤
師、医療をうける立場
にある者及び学識経験
のある者のうちから知
事が委嘱又は任命す
る。

30以内 　　2
（厚生常任委
員会正副委員
長）

神奈川県自然
環境保全審議
会温泉部会委
員

自然環境保全
法（第51条）

温泉法及び鳥獣の保護及び管理並び
に狩猟の適正化に関する法律の規定
によりその権限に属させられた事項
を調査審議するほか、知事の諮問に
応じ自然環境の保全に関する重要事
項を調査審議する。

学識経験者、県議会議
員並びに関係行政機関
の長及び職員のうちか
ら知事が委嘱する。

10以内 　　1
（厚生常任委
員会委員長）

神奈川県薬事
審議会委員

附属機関の設
置に関する条
例(医薬品、
医療機器等の
品質、有効性
及び安全性の
確保等に関す
る法律第３
条)

薬事に関する重要事項に関する調査
審議。

学識経験者、薬事関係
業者代表、消費者代表
のうちから知事が委嘱
する。

20以内 　　1
（厚生常任委
員会委員長）

神奈川県金融
懇話会委員

同会設置要綱 中小企業金融の円滑化に寄与するた
め、県の中小企業金融施策について
検討協議する。

学識経験のある者等の
うちから知事が選任す
る。

定めなし
（15）

　　2
（産業労働常
任委員会正副
委員長）
※令和元年度
は当委員会の
開催を予定し
ていないため
推薦を要しな
い。

神奈川県開発
審査会委員

都市計画法
（第78条）

都市計画法第50条第１項の審査請求
に対する裁決及び同法によりその権
限に属させられた事項を行うこと。

法律、経済、都市計
画、建築、公衆衛生又
は行政に関し、すぐれ
た経験と知識を有し、
公共の福祉に関し公正
な判断をすることがで
きる者のうちから知事
が任命する。

7 　　1
（建設常任委
員会委員長）

神奈川県建築
審査会委員

建築基準法
（第78条）

建築基準法に規定する許可の同意、
同法第94条第１項の審査請求に対す
る裁決、同法の施行に関する調査審
議及び関係行政機関に対し建議する
こと。

法律、経済、建築、都
市計画、公衆衛生又は
行政に関し、すぐれた
経験と知識を有し、公
共の福祉に関し公正な
判断をすることができ
る者のうちから知事が
任命する。

7 　　1
（建設常任委
員会委員長）

神奈川県河川
協会顧問

同会定款 河川に関する認識を普及徹底させ、
治水、利水対策を究明するととも
に、治水、利水事業の促進を図るこ
と。

委員会の議を経て推薦
する。

定めなし
(2)

　　1
（建設常任委
員会委員長）

各種委員会に関する調

構成及び選任方法所　管　事　項設置根拠名        称

資料４

1



委員定数 議会からの

      (人) 推薦数 (人)
構成及び選任方法所　管　事　項設置根拠名        称

神奈川県港湾
審議会委員

附属機関の設
置に関する条
例

港湾の設置及び管理等に関する条例
の運営及び港湾の開発に関し、知事
の諮問に応じて調査審議し、その結
果を報告し、又は意見を建議するこ
と。

学識経験者、県議会議
員、関係市町長及び関
係行政機関の職員のう
ちから知事が委嘱す
る。

8以内 　　2
（建設常任委
員会正副委員
長）

神奈川県水防
協議会委員

附属機関の設
置に関する条
例

水防法の規定に基づき、水防計画そ
の他水防に関し重要な事項につき知
事の諮問に応じて調査審議し、その
結果を報告し、又は水防に関し関係
機関に対して意見を建議すること。

関係行政機関の職員並
びに水防に関係のある
団体の代表者及び学識
経験者のうちから知事
が命じ又は委嘱する。

16以内 　　1
（建設常任委
員会委員長）

（２）委員会の委員全員に割り振っているもの

委員定数 議会からの

      (人) 推薦数 (人)

神奈川県戦没
者慰霊堂奉賛
会役員

同会会則 県戦没者慰霊堂及び沖縄「神奈川の
塔」の運営と密接に連携して、これ
を奉賛、護持するための各種事業を
行う。

会長は知事、副会長は
県議会厚生常任委員長
他、理事は同副委員長
他、評議員は同厚生常
任委員他をもってあて
る。

 若干名
(36)

　　13
（厚生常任委
員会委員 全
員）

（３）会派割り振りとしているもの

委員定数 議会からの

      (人) 推薦数 (人)

神奈川県国土
利用計画審議
会委員

国土利用計画
法（第38条）

国土利用計画法の規定によりその権
限に属させられた事項を調査審議す
るほか、知事の諮問に応じ、県土の
利用に関する基本的な事項及び土地
利用に関し重要な事項を調査審議す
る。

学識経験者、県議会議
員並びに関係行政機関
の長及び職員のうちか
ら知事が委嘱又は任命
する。

30以内 7

神奈川県総合
計画審議会委
員

附属機関の設
置に関する条
例

神奈川県の総合計画に関する審議。 学識経験者、県議会議
員、市町村長のうちか
ら知事が委嘱する。

30以内 7

神奈川県私立
学校審議会委
員

私立学校法
（第９条）

私立学校、私立専修学校及び私立各
種学校の設置、廃止及び設置者変更
認可等私立学校法に基く知事の諮問
事項に関する調査審議、その他私立
学校、私立専修学校及び私立各種学
校に関する重要事項の建議。

教育に関し、学識経験
を有する者のうちか
ら、知事が任命する。

18 2

神奈川県青少
年問題協議会
委員

地方青少年問
題協議会法、
神奈川県青少
年問題協議会
条例

青少年の指導、育成、保護及び矯正
に関する総合的施策の樹立に関する
重要事項の調査審議、関係行政機関
相互の連絡調整。

青少年の指導、育成、
保護又は矯正に関し識
見を有する者、県議会
議員、関係行政機関の
職員のうちから知事が
委嘱又は任命する。

20以内 2

神奈川県環境
審議会委員

環境基本法
（第43条）

環境の保全に関して、基本的事項を
調査審議すること。

学識経験者、県議会議
員、行政関係者のうち
から知事が委嘱または
任命する。

40以内 5

神奈川県美し
い環境づくり
推進協議会委
員

同会要綱 県内における美化運動の推進及び不
法投棄対策に関する企画調整、諸方
策等についての協議。

市町村長、関係民間団
体の代表者、学識経験
者、公募で選ばれた
者、関係行政機関の職
員のうちから知事が委
嘱又は任命する。

15以内 2

名        称 設置根拠 所　管　事　項 構成及び選任方法

名        称 設置根拠 所　管　事　項 構成及び選任方法

2



委員定数 議会からの

      (人) 推薦数 (人)
構成及び選任方法所　管　事　項設置根拠名        称

神奈川県自然
環境保全審議
会自然保護部
会委員

自然環境保全
法（第51条）

温泉法及び鳥獣の保護及び管理並び
に狩猟の適正化に関する法律の規定
によりその権限に属させられた事項
を調査審議するほか、知事の諮問に
応じ、自然環境の保全に関する重要
事項を調査審議する。

学識経験者、県議会議
員並びに関係行政機関
の長及び職員のうちか
ら知事が委嘱する。

20以内 6

神奈川県卸売
市場審議会委
員

附属機関の設
置に関する条
例（卸売市場
法第71条）

卸売市場法第７１条第１項の規定に
基づき知事の諮問に応じ、卸売市場
整備計画に関する事項、その他重要
事項の調査審議。

学識経験者、県議会議
員、県職員並びに市町
村の長及び職員のうち
から、知事が委嘱又は
任命する。

20以内 　　　0
※法改正に伴
い、当該審議
会は平成32年6
月に廃止予定
であり、令和
元年度は推薦
を要しない。

神奈川県社会
福祉審議会委
員

社会福祉法
（第７条）

社会福祉に関する事項（児童福祉に
関する事項を除く。）の調査審議。

社会福祉事業に従事す
る者、社会福祉事業に
関して学識経験がある
者及び県議会議員のう
ちから知事が任命す
る。

30以内 7

神奈川県児童
福祉審議会委
員

児童福祉法
（第８条）

児童、妊産婦及び知的障害者の福祉
に関する事項の調査審議及び出版物
等の推薦等を行う。

児童又は知的障害者の
福祉に関する事業に従
事する者及び学識経験
者のうちから知事が任
命する。

26以内 2

神奈川県准看
護師試験委員
会委員

保健師助産師
看護師法（第
25条）

准看護師学校、養成所の指定、准看
護師試験の実施、准看護師に関する
重要事項の掌理。

学識経験のある者及び
関係行政機関の職員の
うちから知事が委嘱
し、又は任命する。

10 1

神奈川県公衆
浴場入浴料金
等協議会委員

同会設置要綱 県下における公衆浴場入浴料金の統
制額の指定について関係者の意見を
聞くとともに、これに関連する公衆
浴場の諸問題について協議する。

学識経験者、公衆浴場
利用者、公衆浴場営業
者、関係行政機関の職
員のうちから知事が選
任する。

21以内 7

神奈川県献血
推進協議会委
員

同会要綱 献血制度の推進に関する必要な事項
について協議する。

関係団体の代表者、学
識経験者、関係行政機
関の職員、その他適当
と認められる者のうち
から知事が委嘱又は任
命する。

20以内 2

神奈川県観光
審議会委員

附属機関の設
置に関する条
例

観光資源の開発・育成保護、観光客
の受入環境の整備、観光宣伝等に関
する重要事項について知事の諮問に
応じて調査審議し、その結果を報告
し、又は意見を建議すること。

観光事業その他観光の
振興に関係がある者、
学識経験がある者、県
議会議員及び関係行政
庁の職員の中から知事
が委嘱する。

20以内 4

神奈川県労働
審議会委員

附属機関の設
置に関する条
例

労使関係の安定、労働教育、労働福
祉の向上及び雇用等労働問題に関す
る重要事項についての調査審議。

労働者代表、使用者代
表、学識経験のある者
のうちから知事が委嘱
する。

20以内 2

神奈川県都市
計画審議会委
員

都 市 計 画 法
（第77条）

都市計画区域の指定に対する意見の
答申、その他都市計画に関する事項
の調査審議及び関係行政機関に対す
る建議に関する事務。

学識経験者、関係行政
機関の職員、市町村の
長を代表する者、県議
会議員、市町村の議会
の議長を代表する者の
うちから知事が委嘱又
は任命する。

30以内 9

3



委員定数 議会からの

      (人) 推薦数 (人)
構成及び選任方法所　管　事　項設置根拠名        称

神奈川県屋外
広告物審議会
委員

附属機関の設
置に関する条
例

屋外広告物法に基づく広告物の掲出
等につき、知事の諮問に応じて調査
審議し、その結果を報告し、又は意
見を建議すること。

県議会議員、県教育委
員会委員、関係地方公
共団体の職員、商工会
議所関係者、広告業
者、学識経験者等のう
ちから知事が委嘱す
る。

18以内 4

神奈川県公園
等審査会委員

附属機関の設
置に関する条
例

公園施設の整備及び管理並びに並木
及び街路樹の植栽に関し、知事の諮
問に応じて調査審議し、その結果を
報告し、又は意見を建議すること。

県議会議員、学識経験
者のうちから知事が委
嘱する。

14以内 2

神奈川県宅地
建物取引業審
議会委員

附属機関の設
置に関する条
例（宅地建物
取引業法(第
73条))

宅地建物取引業法の規定に基づき、
宅地建物取引業に関する重要事項に
つき、知事の諮問に応じて調査審議
し、その結果を報告し、又は意見を
建議すること。

学識経験者、宅地建物
取引業者、関係地方公
共団体の職員、県警察
の職員及び県職員のう
ちから知事が委嘱又は
任命する。

9以内 1

神奈川県ス
ポーツ推進審
議会委員

附属機関の設
置に関する条
例

スポーツ基本法（平成23年法律第78
号）第35条に規定するもののほか、
スポーツ推進計画その他のスポーツ
の推進に関する重要事項につき知事
又は教育委員会の諮問に応じて調査
審議し、その結果を報告し、又は意
見を建議する。

学識経験者、スポーツ
関係団体、体育関係団
体、学校関係、行政機
関の職員及び公募によ
り選任された者のうち
から知事が委嘱又は任
命する。

20以内 3

神奈川県生涯
学習審議会委
員

附属機関の設
置に関する条
例、生涯学習
の振興のため
の施策の推進
体制等の整備
に関する法律

生涯学習に資するための施策の総合
的な推進に関する重要事項につき、
教育委員会又は知事の諮問に応じて
調査審議し、その結果を報告し、又
は意見を建議すること。

委員は学識経験を有す
る者、公募により選任
された者及び神奈川県
議会議員のうちから神
奈川県教育委員会が委
嘱する。

20以内 2

4



（平成30年５月16日及び平成30年11月22日　議会運営委員会決定）

（ 46 ） 20 分 90 分 110 分

（ 17 ） 20 35 55
（ 10 ） 20 20 40
（ 7 ） 20 15 35
（ 6 ） 20 10 30
（ 6 ） 20 10 30

※会派名は平成31年第１回定例会時点の名称を記載

9月 12月 9月 12月 9月 12月 9月 12月

自　民 4 7 4 7 4 10 4 6 4 8 4 7 4 9 4 7 93

民　進 2 6 2 2 3 4 2 2 2 5 2 3 35

立　民 1 5 1 2 9

公　明 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 18

民　主 1 1 1 3

県　政 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12

共　産 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

県　進 1 1 1 1 1 5

わ　町 1 1

神　ネ 1 1

絆　会

愛　ク

大　志

民　み

緑　会

川　ク

計 8 18 8 13 8 18 8 13 8 18 8 13 8 18 8 13 188

※各定例会の質問実績に基づき記載
※会派名は平成31年第１回定例会時点の名称を記載
（ただし民進は平成30年第1回定例会時点での名称、県進は平成29年第1回定例会時点での名称を記載）

　　　区分

会派

平成27年度 平成28年度 平成29年度

第2回

一般質問者の年次別・会派別・定例会別割り振り表

自　民

立　民

公　明

民　主

計

計
第2回

第3回
第1回 第2回

第3回
第1回 第2回

平成30年度

第3回
第1回

第3回
第1回

均等割 割振数 計

代表質問時間割り振り表　　

120 180 300

県　政

共　産

会 派 構 成

資料５


